
                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和８年度までの取組により達成を目指す目標値を次のように設定し、取組内容 

とともに、本計画における各施策の進捗状況の報告も行います。 

 

 

 

 

指標名 単位 現状値 目標値 

文化芸術の取り組みに対する 

市民の満足度（市民意識調査） 
％ 

５８．７ 

（令和４年度） 

６０．０※ 

（令和８年度） 

文化芸術推進審議会 

 

④吉川市文化芸術推進審議会での

進行管理 

市（行政） 

①計画と施策の進捗状況の周知 

③総合政策としての計画の推進 

 

 

 
 

市民、文化芸術団体、事業

者、教育機関 

②協働による計画の推進 

意見 

報告 

 

◇文化芸術は、人々の創造力と感性を育み、心のつながりや相互理解、多様性を受け入れることができる心豊かな社会を形成する大きな意義を持つものです。 

◇平成３１年「文化芸術を総合政策として推進するための基本的な方針」を策定し、文化芸術の振興を総合政策として位置づけ、地域の課題解決に向けて多面的に活用してきました。 

◇令和４年３月には、心豊かな市民生活及び活力ある社会の実現に寄与することを目的に「吉川市文化芸術基本条例」を制定しています。 

◇こうした背景のもと、文化芸術に係る多様な事業を展開し、文化財等の保護にも努めてきましたが、新型コロナウイルス感染症等による文化芸術活動の縮小など、文化芸術を取り巻く 

社会情勢は大きく変化してきています。 

◇そのため、文化芸術施策を着実に、総合的・計画的に推進するため、本計画を策定します。 

計画策定の趣旨 
 

 

～文化芸術による幸福実感あふれるまちづくり～ 

基本目標２ 文化芸術活動の推進 

文化芸術の振興・発展をめざした様々な施策の展開と、誰もが等しく文化芸
術を鑑賞し、主体的に創作意欲を持って参加することができる環境の整備を
進めます。 

基本目標３ 文化芸術を活用したまちづくり 

地域の魅力の向上と課題解決を図るため、多様な文化芸術を活用したまちづ
くりを進めます。 

 

基本目標１ 地域の歴史・文化の継承と活用 

地域の文化財や歴史の保存に努めるとともに、それらを活用した触れ学
ぶ機会の創出を図り、次世代への継承と活用を進めます。 

あらゆる市民と多様な分野における文化芸術活動の充実 

・子どもから高齢者、障がい者、外国人も参加できる多様な文化芸術事業の実施 

・ウイズコロナ、アフターコロナを踏まえた表現・発信方法の検討  
文化芸術に関する情報の収集と発信 

・内容とターゲットを見極めたアクセスしやすい情報発信 

・国や県の文化芸術に関する助成情報の集約 

・地域の人々にとっての文化芸術スポットの情報収集と発信方法についての検討  
発表・鑑賞機会の充実 

・これまで吉川市には見られなかった新しい発表の機会の創出 

・中央公民館に限らず、様々な場所での企画の検討 

・世代や地域等を越えて市民が触れられる多様な文化芸術事業を引き続き展開  
文化芸術活動の拠点整備 

・既存施設の長寿命化と、それぞれの施設の特色を生かした利用の推進 

・吉川美南駅東口の文化芸術関連施設の整備を基本計画に沿って引き続き推進 

 

文化芸術の多面的な活用 
・本市の様々な分野で文化芸術を地域課題の解決に活用できないか検討 

・地域の文化財や歴史資料を活用したシティプロモーション、シビックプライドや

郷土愛への連動 

伝統文化・歴史の保存と継承、活用 

・伝統文化・歴史の保存と継承の推進 

・歴史に関する学習機会や啓発活動の実施及び文化財の活用 

・シティプロモーションやまちづくり、教育機関と連携した文化財の活用  
文化財関係機関の管理・運営と整備・充実 

・郷土資料館の開設・運営 

・郷土資料館のあり方の検討及び歴史的資料の適切な保管方法の確立 

・歴史的行政文書の保管場所の確保 

 

第１回吉川市美術展覧会（市展） 

郷土資料館展示の様子 

計画策定の位置づけ 

第６次 

吉川市総合振興計画の 

個別計画 
国や埼玉県、本市の 

文化振興に関連する 

法律及び計画との 

整合性を図る 

文化芸術を総合政策と

して推進するための基

本的な方針とも連携 

 

施策の展開 
 

推進体制 
 

平成３１年 「文化芸術を総合政策として推進するための基本的な方針」 令和４年 「吉川市文化芸術基本条例」 

文化財展 
令和５年４月 吉川市教育委員会 

 進行管理と評価 

※本市の最上位計画である 

「第６次吉川市総合振興計画」のうち 

「文化芸術でつながるまちづくり」の 

施策成果指標を引用。 

 

ＳＤＧｓの取組 
 

☆地域の歴史・文化の継承と活用 

☆文化芸術活動の推進     

☆文化芸術を活用したまちづくり 

基本理念 

 

に続き 


